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１ 先導的なプロジェクト 

⑴ 先行プロジェクト 

ア 旧小学校施設（旧藤山台東小学校）を活用した多世代交流拠点の整備 

 

○まちづくり会社事例等 

・多くの機能が複合する施設の運営には官民が協力してその運営に当たる必要がある。

この先行的事例となるまちづくり会社の事例を次にあげる。 

 

◆飯田まちづくりカンパニー 

私達、株式会社飯田まちづくりカンパニーは、『丘の上』中心市街地を南信

の中心都市として、 10万人都市の顔として恥ずかしくない、そして何より私

達市民が"誇りの持てる街"に再生しようと、 同じ思いをもつ市民、商店、企

業が中心となって出資し、行政からも出資協力を得て設立した 市民資本の第

三セクターのまちづくりの総合支援会社です。 

飯田市では、中心市街地からの人口流出や都市機能の郊外流出が進み、空洞

化の問題が発生していました。そのような状況下、「中心市街地活性化計画」

が検討されてきました。 

 

飯田市における「中心市街地活性化計画」 

・多様化し高度化する消費・文化ニーズに対応した都市サービス機能の充実 

・暮らしの場としての中心市街地の定住環境整備 

・歩行者にやさしい交通体系の確立と交通関連施設の整備 

・地域の個性を活かした優れた都市景観の形成 

・潤いのある都市環境の形成 

 

平成５年には、再開発事業のためのまちづくり会社設立の構想が生まれ、平

成１０年８月、が設立されました。その後、飯田市の出資を受けるなどして、

平成 11年には、飯田市橋南第一地区市街地再開発事業実施設計策定、飯田市

中心市街地活性化基本計画策定と、中心市街地活性化のための事業計画を立ち

上げ、事業を遂行してきました。 

株式会社飯田まちづくりカンパニーは、デベロッパー事業、調査・研究・開

発事業を中心に、市街地ミニ開発事業、物販・飲食事業、イベント･文化事

業、福祉サービス事業などが主要な事業領域です。 

「飯田の街を守り育て、誇りある町を未来に残す」という当社の基本方針をも

と、「中心市街地活性化(まちづくり)のマルチカンパニー」を目指していま

す。  
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名称  

 株式会社飯田まちづくりカンパニー 

所在地 

 長野県飯田市知久町 1 丁目 10 番地 

 設立 

 平成 10 年 8 月 3 日 

 資本金 

2 億 1,200 万円 

 代表者 

 代表取締役社長 伊藤昇 

 宅地建物  

 取引業免許 長野県知事 第 4532 号 

 構成メンバー 商業者（小売店・スーパー） 

 会社企業（酒造・食品・精密・土産品・イベント･ ケーブル TV・建設・ガス・交通） 

 市民有志 

 行政（飯田市） 

 金融機関（信金・銀行・日本開発銀行） 

 商工会議所 

 

出資内容  

 個人(15 人)2,900 万円 

 飯田市 3,000 万円 

 飯田商工会議所 500 万円 

 日本開発銀行 2,000 万円 

 飯田信用金庫 2,000 万円 

 長野銀行 1,000 万円 

 八十二銀行 1,000 万円 

 法人(19 社)8,800 万円 
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◆オガール紫波（オガール紫波株式会社、オガールプラザ株式会社） 

 

 〒028-3318 紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目 3 番地 3 

 TEL：019-681-1316 FAX：019-681-1318 

 E-mail：ogare-shiwa@oasis.ocn.ne.jp 

オガール紫波株式会社は、オガールプロジェクトを推進するまちづくり会社です。 

紫波町でビジネスを考えている民間企業と町の間に入り、プロジェクトを進めていく

役割を担っています。また、オガールエリアにおいて、自らビジネスを構築していきま

す。 

 

◇オガールの公民連携事業における各主体の役割（出典：東北銀行資料） 
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◆北九州家守舎 

ミッションステートメント 

北九州市内の遊休不動産解消の為、リノベーションを通じたまちの再生を行う 

遊休不動産活用事業を通じて、北九州市内で新しい事業の創出を行う 

遊休不動産活用事業を通じて、まちで継続的に事業を生み出す事の出来る人材を育成す

る 

上記 3 つを含む、市街地の真の価値向上のため、エリアマネジメント事業を通じて、小

倉魚町をはじめとする北九州市内の中心市街地の回遊人口を増やし、30 年先も歩いて楽し

いまちになることを目指す 

 

バリュー 

I.既成の建築・不動産業の価値観にとらわれることなく、常に新しい価値を生み出すため

に挑戦し続ける 

II.一時的な金銭的利益を追求することなく、真に小倉魚町をはじめとした北九州市内の

まちの発展に寄与する事を最優先に考える 

 

会社概要 

名称         株式会社 北九州家守舎 Kitakyushu Yamorisha Co,.Ltd 

事業内容       北九州市内の遊休不動産を活用したエリアマネジメント 

所在地        北九州市小倉北区魚町三丁目 3 番 20 号中屋ビル 4F 

設立日        2012 年 4 月 13 日 

 資本金        1,580 万円 

 

業務内容 

1.都市基盤整備事業、都市再開発、観光開発、産業振興事業に関する調査、企画、実施及

びコンサルタント業 

2.商店街、商店の販売促進のための共同事業、産業振興に関する調査、研究、企画、実施

及びコンサルタント業 

3.経済政策、経済開発計画に関する調査、研究、企画及びコンサルタント業 

4.公共交通事業に関する調査、研究、企画及びコンサルタント業 

5.公共施設の管理運営受託、駐車場,休息所等商業基盤施設の企画、運営業 

6.商業地域の市場調査に関する調査、研究業 

7.商業施設の企画、運営業 

8.情報通信システムに関する企画、コンルサタント業 

9.人材育成のためのセミナー等の企画、運営業 

10.まちづくりに関する調査、研究業 
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11.経営診断、経営コンサルタント業 

12.建築企画、建築設計及び監理業 

13.建築工事、内装業 

14.建築物に関するに関する調査、研究、企画及びコンサルタント業 

15.不動産の売買、賃貸、管理及び斡旋業 

16.アーケード、街路灯の保守、管理業 

17.イベントの企画、運営及びチケット販売業 

18.広告代理店業 

19.書籍、印刷物の企画、出版及び販売業 

20.飲食店業 

21.衣料品、食料品、酒類、清涼飲料水、煙草、日用品雑貨、民芸品等の小売販売、委託

販売業 

22.家具の企画、製造及び販売業 

23.物品のリース、レンタル業 

24.物品の宅配業 

25.映像の企画、制作業 

26.商業デザインの企画、制作業 

27.ホームページの企画、制作及び管理業 

28.労働者派遣事業 

29.貸金業 

30.古物業 

31.前各号に附帯する一切の業務 
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◆熊本城東マネジメント 

 

会社名  熊本城東マネジメント株式会社 

所在地 〒860-0807 熊本県熊本市中央区下通 1-4-3  

公式 Web http://www.kjmc.jp/  

役員 代表取締役社長 南良輔（城見町通り全栄会） 

代表取締役 木下斉（一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス） 

 

◇熊本城東マネジメント株式会社 設立趣意書 

近年、熊本の中心部を取り巻く郊外大型店等の乱立は、中心市街地、および中心商店

街へ大きな影響を与え、来街率は毎年降下している。中心市街地の求心力低下の一因

は、市街地は歴史的経過の中で自然形成されてきたために、自らの管理体制を持たな

い、野放しとも云える状態のまま今日に至っていることにある。管理体制が未整備で

あるために、中心市街地の種々の悪化する状況は放置されてきた。 

郊外大型店や再開発に伴う場所では、既に複数の建築物や契約店舗などを一括管理

するシステムが存在し、最も効率の良いコスト構造、さらに共通ルールを持つことに

よって秩序ある空間管理を実現してきている。このようなシステムは、地区全体で日々

の改善を恒常的に取り組むことで、無駄を可能な限り排除し、さらには顧客へ購買意

欲喚起に繋がるような魅力ある事業を独自に実施していくという正のサイクルが生ま

れている。 

現状を打破し、今後、熊本の中心市街地を発展させる為には、中心市街地における非

効率性を解消し、自主財源たるファンドを生み出し、恒常的に中心市街地内の競争力

を生み出す正のサイクルをもった管理体制を創出する必要があると考える。 

上記のことから中心市街地の一括したマネジメント管理会社が必要であり、市街地

全域の効率化とルール作りを推進することで、日々の改善を促し、なおかつ積極的に

魅力を創出する独自事業を展開していくことが、中心市街地発展の必須要件と考える

に至った。 

今後 100 年先まで見据えた熊本の新たな時代の要請に応えられる体制を作るために、

熊本城東マネジメント株式会社を設立し、中心市街地が再び市民、県民などにとって

魅力ある特別な地区として受け入れてもらえるようにすることを、会社設立の本懐と

したい。 
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[経営方針] 

1. 市街地の真の価値向上のため、適正な効率化とルールづくりを推進する 

2. むやみな儲け主義にとらわれることなく、真に熊本のまち発展に寄与することを第一

と考える 

3. 自ら自立的な事業を創出し、利益の一部を市街地への事業に積極的に投資する 

4. 市街地事業は多くの協力者と共に推進されるものであり、地域内外の機関との積極的

な提携関係を構築する 

5. 適正な情報公開を実施し、市街地の実情を共有して改善事業に生かしていく 

 

◇これまでの事業ピックアップ 

第一次事業では美化事業を推進し、事業系ごみの合理化をはかり、年間 450 万円程

度の削減。さらにその改善費用をもとに NPO 法人グリーンバード熊本チームとの連

携、清掃器具の購入・整備、ストリートアートプレックス熊本に必要な機材整備、熊本

シティFMでの加盟店紹介コーナーへのスポンサードなどを行って来ました。さらに、

今年からは遊休不動産調査に着手し、空き床への再投資を進めることになっています。

第二次事業としてエレベータ保守の見直しなどにも着手しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇Seed Market の実施  

“Seed”とは「種を蒔く」という意味があります。 

Seed Market は『街』に新しい種を撒き、魅力ある街を創造していくために開催致し

ます。出店される皆様の持ち合わせる魅力を『街』の中心地で発揮して、自己発信の場

につなげていただければと思います。 
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イ 民間活力を導入した高蔵寺駅北口周辺の再整備 

 

○駅前整備の事例 

・高蔵寺駅の再生にあたっては、単なる交通機能の整備に留まらず、ニュータウンのリ

ニューアルの象徴となる豊かな施設、空間の整備が求められる。以下に、今後の整備

の参考となる駅前整備の事例をあげる。 

 

◆ 星が丘テラス（名古屋市星が丘駅） 
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◆「CONOBA」（枚方市香里ヶ丘） 
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◆アスナル金山（名古屋市金山駅） 
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⑵ 展開プロジェクト（５年以内に着手） 

ア 交通結節拠点を核とした快適移動ネットワークの構築 

 

○乗換プラットフォーム事例 

・高蔵寺駅、センター地区を 2 拠点とした交通体系では、便利に乗り換えられることが

必須である。以下に交通結節点において乗り換えをスムーズにすることにより利便性

を向上した事例をあげる。 

 

◆箱崎（Ｔ-cat、東京シティエアターミナル） 

・T-CAT とは 

・東京シティエアターミナル（Tokyo City Air Terminal）は親しみを込めて、頭文字

をとった T-CAT（ティーキャット）と呼ばれています。T-CATは、リムジンバスに乗

って、成田空港や羽田空港へ行き、旅行や出張へ行く、空の旅の玄関口となっていま

す。 
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◆ゆとりーとライン 
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○デマンドタクシー事例 

・交通体系では端末まで交通手段が整っていることが必要である。しかし、利用者が少

ない端末交通では定時に走行するバス等では運行ロスが多い。以下に、利用者の需要

（デマンド）に応じて運行しているタクシーの例をあげる。 

 

◆市之倉ハイランド 
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イ センター地区の商業空間の魅力向上と公共サービスの充実 

 

○トランジットモール事例 

・駅など乗り換え拠点の交通混雑を避けるためには、自家用車等の一般交通について、

当該地区の通行を制限することが有効であり、かつ安全性、快適性の向上にもつなが

る。以下に駅前の交通制限を行い歩行者空間を豊かにした例をあげる。 

 

◆姫路駅前 

世界遺産・国宝姫路城を望むＪＲ姫路駅北側の約３万平方メートルが 2015 年 4 月か

ら、バス、タクシー以外の一般車両の進入を終日禁じる「トランジットモール」となっ

た。一般車の進入が禁止されるのは、姫路駅から姫路城へ延びる「大手前通り」の一部

を含めた市道約３２０メートル。 

姫路市は２００６年から、姫路駅北の整備に着手。城を一望する立地を生かし、車中

心の環境から「歩行者に優しいおもてなし空間」へ転換を目指してきた。１３年春から

地下庭園や芝生広場などができ、市民や観光客の憩いの場となっている。 

併せて、「大手前通り」の駅寄り区間で、歩道を広げ、片側３車線の車道を１車線に減

らす改修を進めている。工事に伴い、バスやタクシー、工事車両を除く一般車の通行制

限を現在も続けている。 
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ウ スマートウェルネスを目指した団地再生の推進 

 

○地域包括ケア事例 

・地域で暮らし続けるためには、高齢者等の身体状況の応じたケアが地域内で受けられ

ることが重要である。以下に、団地と医療、行政が一体となり地域でのケアを充実さ

せた例をあげる。 

 

◆豊明・藤田衛生・ＵＲ・豊明団地 
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○戸建サ高住（サービス付き高齢者向け住宅）の事例 

・高齢化が進む中、高齢者の様々な身体状況、経済状況に応じた高齢者の生活に寄り添

った住宅の制度化と整備が進められている。以下に、サービス付き高齢者向き住宅の

整備事例をあげる。 

 

◆横浜市「サービス付き高齢者向け住宅・わかたけの杜」 
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○スマートウェルネスの事例 

・健康的な生活を長く続けるためには、科学的データに基づき、オーダーメイドの健康

維持対策を行うことが有効である。以下に、地区性北科学的データにもとづく健康づ

くりシステムの実現化を検討している事例をあげる。 

 

◆つくばウェルネスリサーチ 

つくばウエルネスリサーチは、筑波大学の研究成果に基づき「日本全国を元気にする」

ことをミッションとして設立しました。これまで 10 年間にわたって蓄積してきた数万

人以上におよぶ医科学的データに基づき、「地域や職域の健康施策コンサルティング」、

「オーダメイドの健康プログラム処方を可能とする e-wellness システム」、「企業や自治

体からの研究受託」を３本柱として、他には見られない先端的な価値を提供します。 

また、超高齢社会に伴う健康課題（生活習慣病、寝たきり者や医療費の抑制、まちづ

くり、コミュニティ再生など）の解決策を提案します。 
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◇製品開発及び製品評価の研究受託 

e-wellnessシステムの数万人のデータベースと大学との研究成果を基に、メタボリ

ックシンドロームや寝たきりの予防・改善にむけた効果的な健康増進プログラムを開発

しています。また、健康増進に関する製品開発および製品評価の研究受託を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇生活習慣病から市民を守る e-ウエルネスステーションの取組 

e-wellnessシステムを基盤に、対象者一人ひとりに、科学的根拠に基づいた個別の

運動（筋力トレーニングと有酸素運動プログラム）・栄養プログラムを提供する。参加

者は、日々の健康状況・活動状況を高機能歩数計で管理し、駅とショッピングセンター

に設置する「e-ウエルネスステーション」でデータ を取り込み、参加者への継続的な

健康支援を行う。 
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⑶ 情報発信プロジェクト 

ア ニュータウン・プロモーション 

 

○インフォメーション・センター事例 

・居住者が定住していくためには、様々な情報を手軽に入手できること、あるいは生活

上の様々な困りごとを相談し解決していけることが重要な要素となる。以下に、総合

的にまちの情報を発信し、また交流や相談等も行っているインフォメーションセンタ

ーの事例をあげる。 

 

◆ユーカリが丘インフォメーションセンター（山万 株式会社） 

・「ユーカリが丘」駅北口ロータリー内にあるこの「インフォメーションセンター」は、

ワイ・エム・メンテナンス（株）のユーカリが丘防犯・防災パトロールセンターの事

務所となっている。ユーカリが丘で快適に暮らすために必要な情報が手に入る。 

・また、ユーカリが丘住民の、生活に関して困っていることや、どこに連絡したらよい

かわからないような些細な相談事まで受け付けている「お客様相談室」も、このイン

フォメーションセンター内にある。 
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◆つくばインフォメーションセンター 

・つくばサイエンス・インフォメーションセンターは，産業技術総合研究所や筑波大学

等各試験研究機関の研究成果の展示，国内外からの来市者や外国人への情報提供，つ

くば市市勢情報等を提供する施設です。 

・また，大会議室（定員 100 名），中会議室（20 名）と 2 つの会議室を持っており，一

般に貸出しを行います。 

・さらに，交流サロンや公衆無線 LAN も設置しており，市民や来市者の交流の場として

ご活用頂けます。 

 

開館時間：午前 9 時 00 分から午後 10 時 00 分 ※展示ホールについては，午前 9 時

00 分～午後 5 時 45 分まで 

閉館日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合，その翌日）及び 12 月 29 日～1 月 3 日 
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◆冊子「つくばスタイル」 

◇「つくばスタイル」とは 

筑波山を代表とする情緒豊かな里山の風情でしょうか。つくばエクスプレス開通でま

すます便利になり、充実してきた都市機能でしょうか。あるいは最先端の科学技術を持

つ企業・研究所などが集中している知的エリアとしての顔でしょうか。 

自然が豊かな街、あるいは都市機能が充実している街は探せば日本中にいくつもあり

ます。しかし、つくばエリアのように＜都市＞＜自然＞＜知＞がバランスよく融合し調

和した場所はそうそうあるものではありません。 

つくばスタイル。それは、そんな魅力あふれる「つくばエリア」だからこそ手にする

ことが出来る素敵なライフスタイルのこと。 充実した都市機能、豊かな自然、科学のま

ちならではの知的な環境、これらの魅力をあわせて愉しみながら、自分の希望に合わせ

て、住み、働き、学び、遊ぶ。それが「つくばスタイル」なのです。 

 

◇冊子「つくばスタイル」 

冊子「つくばスタイル」は、上記を発信する目的で 2004 年 11 月から半年に 1 回発行

されている雑誌であり、現在 20 号まで発行されている。 
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○ホームページ、ポータルサイト事例 

・近年の情報化社会の中では、携帯電話やインターネットを通じ様々な情報を取得する

人が非常に増加している。また、インターネットによる情報は即時性、広域性が高く、

今日的な情報提供の中では欠くことができないものである。以下に、インターネット

を活用した情報提供をお子名ている例をあげる。 

 

◆柏ＵＤＣＫ（アーバンデザインセンター）ポータルサイト 
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イ ニュータウンまるごとミュージアム「住まいとまちの博物館」 

 

○ストック保全の事例 

・ニュータウンであるためいわゆる歴史的な資源は無いが、住宅団地黎明期に建設された

象徴的な住宅は存在している。以下に、古くからの住宅等を保全し、また動態保存など

でまちづくりに活かしている例をあげる。 

 

◆前橋まちなか博物館 

前橋の商店街の歴史は古く、百年以上続く老舗が数多くあります。各お店には戦火を

免れた戦前の品物や道具、また戦後復興期の商品など、多少ではありますがそれぞれの

店が大切にしまってきた「お宝」があります。また店主自身が凄腕の技を持つ「お宝」

の場合もあります。それらの品々はまちの暮らしや文化の代弁者であり、刻まれた歴史

を静かに語ってくれます。  

この度、３５店のお店で「まちなか博物館」をスタートいたしました。多くの皆様に

１店１店の小さな博物館を訪ねていただければ幸いです。初めての店で入りにくかった

り、勝手がわからないこともあるかもしれませんが、遠慮なく店主に声をかけて頂きた

いのです。私たち３５人の館長もできる限り、展示物等につきまして丁寧にお話しさせ

て頂きたいと思っております。時には脱線して色々なことに話が及ぶかもしれません。 
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◆京都堀川団地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堀川団地は建設後 30年経った、昭和 55年頃から老朽化が語られるようになりまし

た。40年が過ぎた平成 2年には、将来の建替を見込んで空き家の補充が停止となりま

した（その後 1階の商店のみ定期借家制度を活用した補充が再開）。 

平成 15年に、詳細な耐震診断調査が実施され、阪神淡路大震災クラスの大地震に

襲われると倒壊の恐れがあることが判明しました。この調査を契機に、建替・再生の

機運が高まり、平成 21年に京都府によって堀川団地まちづくり懇話会が設置され、

再生の計画づくりが始まり、今日に至ります。 

 

 

 

 

 

 

堀川下立売団地・出水団

地第 3 棟の改修基本構想策

定業務に係る公募型技術提

案（プロポーザル）の公募

については、平成 27 年 7 月

13 日に委託候補者が決定株

式会社 オープン・エー 代

表取締役 馬場 正尊に決定

した。 
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２ 課題に応じた主要な施策 

⑴ 住宅・土地の流通促進と良好な環境の保全・創造 

 

○最低敷地面積について 

・最低敷地規模を決めることは豊かな住環境形成上は有効であるが、総住宅価格が高く

なり、住み替えや空き家の活用等がなかなか進まないことにもなる。以下に、最低敷

地規模など制限を見直した例をあげる。 

 

◆最低敷地面積の見直し（緩和）事例 

・大田区 田園調布地区 
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○中古住宅流通促進システム事例 

・地域で長く暮らしていくためには、生活状況や身体状況に応じて地域内で住み替えが円

滑に行えることが有効である。以下に、住宅団地の管理企業が中心となり円滑な住み替

えに取り組んでいる例をあげる。 

 

◆山万（ハッピーサークルシステム） 

「ハッピーサークルシステム」は、ユーカリが丘に住む方へ最適な住環境を提供すると

ともに待ちの”若返り”を促すことにより常に活力のある街にしていこうという”ユー

カリが丘限定の安心住み替えシステム”です。 
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○移住促進のための環境整備・サービスの事例 

・移住促進のためには、移住希望者に対して親身になり情報提供し、また様々な質問に

応え、共に課題を可決していく人材とシステムがあることが重要である。以下に、親

身に移住希望者の不安を解消していくコンシェルジュの仕組みを立ち上げている例を

あげる。 

 

◆高島市移住定住コンシェルジュ 
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○マスターアーキテクトによる整備事例 

・高蔵寺ニュータウンの整備にあたっては、数多くの事業を統合し、整合を取りつつ進め

ることが必要となる。このためには、全ての事業を総合的に進行していく個人または組

織の存在が重要である。以下に、この事例としてマスターアーキテクトによる地区整備

例をあげる。 

 

◇キャナルタウン 

キャナルタウンウエスト｣は、JR 兵庫駅の南の、兵庫区と長田区にまたがる地区にあり

ます。運河を地区内に取り入れて、やわらかく親しみのある空間を形成しています。  

マスターアーキテクト方式を採用し、運河というデザイン上のキーワードを用いて、商

業棟の一部から、住居棟、終端の公園まで、一貫性のある、かつ周辺建築と一体となった

空間を創造しました。 

明治時代からある運河を敷地内に取り込み、既存の運河との連続性を図りました。運河

が建物のハードなフォルムを和らげ、親水性のある、憩いとコミュニケーションの空間を

作り出しています。 

 

■ 土木学会デザイン賞 2007 優秀賞  

受賞年度：H19 主催者：土木学会 

 受賞物件名：キャナルタウン兵庫 所在地：兵庫県神戸市   

■ 2002 年度 グッドデザイン賞 

 ＜建築･環境デザイン部門＞   

受賞年度：H14 主催者：(財)日本産業デザイン振興会 

 受賞物件名：キャナルタウンウエスト 所在地：兵庫県神戸市   
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◇幕張ベイタウン 

幕張ベイタウンは、21 世紀の国際業務都市を目指す新都心にふさわしい、魅力的な都市

デザインと新しい時代の社会的ニーズやライフスタイルに対応した快適な居住環境の実現

を目指して、本格的な都心型住宅の準備を進めています。このため、住棟を街路沿いに配

列した沿道型建築とし、街のにぎわいを創出するため、建物の低層部に商業・業務系施設

を配置しています。また、従来にない都心型住宅地を形成するため、官民パートナーシッ

プのもとに住宅事業者と連携して街づくりを推進しています。幕張ベイタウンでは、1995

年 3 月に入居が開始されてから、今までに 9,092 戸が供給され、約 23,800 人が住む街に

なっています。（2014 年 2 月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幕張新都心住宅地（幕張ベイタウン）の住宅や公共施設の設計開始に合わせて「幕張新

都心住宅地区計画・デザイン会議」が設立された。会議の運営にはデザイン調整の拠り所

となるガイドラインの詳細化や公共性の強いポイントに建つ景観先導施設の条件設定等が

必要となる。このため試設計等、各種検討作業についても精力的に実施してきている。 

幕張新都心住宅地には、マスタープランに加えてきめ細かな都市デザインガイドライン

が存在している。各部の設計はこれらに基づいて進められることになっている。にもかか

わらず、計画・デザイン会議による調整・誘導が基本システムとして用意されているのは、

次のような理由による。 

デザイン作業には様々な発想と創意工夫によって街の活性化を促し、環境を豊かなもの

としていく役割がある。しかしそのデザインの方向を規制型の硬直的な基準をもって誘導

することには限界があり、むしろガイドラインの根幹にある趣旨を念頭に置いて柔軟な展
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開を誘導していく必要がある。ガイドラインが存在しているとはいえ、異なる主体による

複数の住宅事業、さらに公共施設整備事業が並行して進められている。この中で出され、

調整を必要とするデザイン提案に対して総合的見地から望ましい方向を指示することが求

められる。 

大規模で長時間にわたる開発においては、個々の事業を取り巻く条件に変化・差異が生

じるのは当然で、それを考慮してガイドラインを柔軟に運用することが必要となる。この

ようなデザインの調整・誘導を求める声は各地の街づくりにおいても見られるものである。

しかし、マスターアーキテクトを立てて全体デザインを調整するのではなく、大規模な開

発に対応して会議体制をもって望んだのは幕張が最初である。調整に時間を要する等の問

題点はあるが、その有効性は住宅地の形成が進むとともに明らかになりつつある。 
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⑵ 身近な買い物環境の整備と多様な移動手段の確保 

 

○歩行者ネットワークの現況 

・高蔵寺地区内は概ね歩道等によるネットワークが整備されているが、一部の箇所で、駐

車場などでネットワークが分断されている箇所がある。 

 

◆歩行者ネットワークの現況 

図 歩行者ネットワーク（出典：道路台帳、ＵＲ現地調査） 
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○パーソナルモビリティシステムの導入(実証)事例 

・高齢化が進み、技術の進展が進む中、移動が困難な人々の移動を支援するロボットが

現在実証段階に入っており、坂が多いニュータウンでは今後活用が期待される。以下

に、これらのモビリティロボットの実証を行っている例をあげる。 

 

◆つくばモビリティロボット実験特区 
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◆豊田市立ち乗り型パーソナルモビリティ実験特区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年 10月 1日～25日 

コモ・スクエア周辺歩道で行われる公道実験 

本日、実験スタートに伴いセレモニーが行われました 

豊田市立ち乗り型パーソナルモビリティ実験特区 出発式 

  

色鮮やかなウィングレットが 10 台並べられていましたよ 
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○商業系施設整備に関する規制 

・ニュータウンは一部を除き住宅用途に特化した土地利用規制の網がかけられている。

住民がみな若かった頃はこれでよかったが、住民の高齢化が進むと移動が困難となり

身近な場所で日常生活を送れることが必要となってきた。一方、現行用途規制ではこ

の需要にこたえる店舗等を建設することは困難であるため、今後実態に応じた見直し

を行っていく必要がある。以下に、現状の用途規制と店舗等の建築制限についてまと

めて掲載する。 

 

◆用途地域による規制 
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◆用途地域図 
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○移動販売車、マルシェ等事例 

・サブセンター等であっても店舗が撤退してしまうなど、ニュータウンにおいては常設

店の経営はかなり困難である。この対策として、移動販売や市場など非常設店を定期

的に展開することが有効である。以下に、様々な非常設店の展開例をあげる。 

 

◆移動販売車事例（津市青空ランチパーク） 

津市センターパレスは市役所の移転に伴い、跡地にショッピングセンターとして昭

和６０年にオープンした施設です。ビルを運営しているのは、㈱津センターパレスと

いう会社で、津市を筆頭株主とする「第３セクター」です。 

ここに、津市まんなか広場があります。面積は 600 ㎡で、全区画 (4 区画）で 100

円/時間、１区画 では 25 円/時間で市民が利用することができ、管理運営は津市 NPO

サポートセンターが行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このまんなか広場では、毎週水曜日 11：00～18：00 に、トラック改造移動店舗な

どの移動販売業者の集合体である【lss 三重】三重移動実演販売協会が「まんなか広場

青空ランチパーク」を開催していたり、市民発想のイベントを開催したりしています。 
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◆軽トラ市事例（軽トラ市ネットワーク） 
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◆まち市場（都市公園を活用した移動販売）の開催（愛知県日進市） 

日進市内五色園内において、高齢化の進む郊外部住宅団地において身近な買物の場

を確保することを目的とした移動販売（まち市場）を商業者の協力のもと、平成 18 年

6 月より開催してきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


